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「５０８Ａドアコック蓋開き」に関する申し入れ

７月１日以降、Ｎ７００系ドアコック蓋「開」時の乗務員の運転取扱いが変更になっ

た。７月３日、ひかり５０８号が大一両～京都間走行中にドアコック蓋開きとなり運転

士が停止手配を取り列車遅延が発生した。訓練等では、無人の状態で蓋が開いたとの説

明を行っている。また、この事象に対して仕業検査車両所では関係社員に対して、約４

ヶ月前の「点検・修繕」について時系列等報告書の作成を管理者が指示している。

よって、下記の通り申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．当日の５０８Ａドアコック蓋開きの詳細について明らかにすること。

２．今回の事故の原因と対策について明らかにすること。

３．今回の事象に関し、同編成の過去の事故歴について明らかにすること。

４．今回の事象に関し、全編成のドアコック蓋の調査・点検を実施したのか明らかに

すること。

５．全編成の同種事故の発生件数を明らかにすること。

６．７月１日より、走行中にドアコック蓋開き（一時的を除く）が発生した場合、停

止手配を取るように運転取扱いが変更になったが、理由について明らかにするこ

と。

７．ドアコック蓋開きのＰＷ（ポップアップ）が「一時的」については、運転継続と

なっているが、「一時的」とはどのような事象を言うのか明らかにすること。

８．７月６日、「３月７日、Ｇ２５編成・３号車、№３「Ｄコック不良の調査・修繕」

した関係社員に対して、時系列等報告書の作成を管理者が指示しているがその目
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的と理由を明らかにすること。

９．Ｇ２５編成・３号車、№３「Ｄコック」を取り扱った関係社員に対して時系列等

報告書の作成を指示しているのが、同日、同編成の検修作業を担当した全社員に

時系列等報告書の作成を指示しているのか明らかにすること。

１０．３月７日以降、交番検査でＮ７００系ドアコック蓋の動作確認を行った際は異常

がなかったのか、また、機械的構造に問題はなかったのか明らかにすること。

１１．今回の事象について、国土交通省への報告が必要と考える。会社の見解を明ら

かにすること。

以上


